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マイナ保険証移行に係る現在の状況について 

 

 

１ 概要 

健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日

を令和６年 12月２日とする政令が閣議決定・公布された。 

本改正により、現行の健康保険証の発行については、令和６年 12月１日で終

了し、12月２日からはマイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。 

 

２ スケジュール 

① 令和６年７月 

現行の被保険者証の一斉更新（有効期限は R6.8.1～R7.7.31） 

② 令和６年 10月（予定） 

加入者情報のお知らせの発送 

国の要請により、医療保険者等の把握している加入者情報（個人番号の下４

桁を含む）を通知することで、情報の正確性を担保し、全ての方に安心して

マイナンバーカードを保険証として利用していただけるようにすることを目

的として通知するもの。 

③ 令和６年 12月２日～ 

新規加入者等はマイナ保険証を利用。マイナ保険証を保有していない者に

は、手続き不要で資格確認書を発行。 

④ 令和７年８月１日～ 

マイナ保険証を利用。マイナ保険証を保有していない者には、手続き不要で

資格確認書を発行。 

 

３ マイナ保険証の登録率、利用率 
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R6.3 72.0% 31,346 15,496 49.4% 6.0% 4.35%


